
　※建築確認と省エネ基準適合性判定を同一機関に申請することも可能です。

建築主事又は
指定確認検査機関

建築主
所管行政庁又は

登録省エネ判定機関

確認
申請
図書

省エネ
計画

① 申請 ② 提出
確認申請受付 省エネ計画の受理

④ 適合判定 ③ 交付
適合判定通知書 適合判定通知書の交付

⑤ 交付
確認済証の交付 確認済証

着工


